
 

 

 

 

 

 

 

相生市 街並み 

みんなが健康で明るい職場と家庭が願い 

 

  兵庫県建築健康保険組合 

 ２０２５年１２月１５日 № ２６３ 
 

 

 

 

現役世代の負担軽減に向け、今こそ抜本改革を 

健康保険組合全国大会で決議を採択 

 

２０２５年も残すところわずかとなりました。国

の統計によると、物価変動分を反映した実質賃金は

本年９月時点で９カ月連続のマイナスとなってお

り、物価上昇に賃金の伸びが追い付いていない状況

が続いています。１０月には３０００品目以上の食

品の値上げが報じられるなど、家計のやりくりに悩

む１年だったのではないでしょうか。 

健保連・健保組合にとって本年は、団塊の世代が

全て７５歳以上になる節目の年でした。健保組合は、

加入者の保険料を保険給付に充てるだけでなく、高

齢者医療への支援も行っていますが、高齢化に伴う

医療需要の増大や医療の高度化により年々支出が増加し、健保組合の財政を直撃しています。２０

４０年頃に高齢化のピークを迎えますが、現役世代の人口減少も進んでいくため健保組合の財政状

況は今後も厳しさが増すと見込まれています。 

 こうした現状認識の下、１０月２２日の健保組合全国大会では、「皆保険存続の危機！ 持続可能

な制度のために今こそ抜本改革を―現役世代を守れ、２０２５年問題は終わっていない―」をテー

マに設定。現役世代の負担に過度に依存した医療保険制度の負担構造を抜本的に見直し、国民皆保

険を全世代で支える改革の実現などを主張の柱に掲げました。 

 本年の全国大会では、▶ 現役世代の負担軽減と全世代で支える持続可能な制度の実現 ▶ 保険給

付の適正化・重点化と負担の公平性確保 ▶ 安全・安心で効果的・効率的な医療提供体制の構築と

医療ＤＸの推進 ▶ 加入者の健康を支える健保組合の保健事業の充実・拡充――をスローガンとす

る決議を健保組合関係者の総意として採択し、その実現に向けた要請を関係方面へ展開しました。 

 全ての健保組合が、安定した国民皆保険制度の下でこれからも健康づくりや疾病予防で皆さんの

健康を支えられるよう、来年以降も健保連・健保組合は改革実現に向けた活動を続けていきます。 
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広報誌「掲示板」は毎月発行しています。過去の記事はホームページの掲示板サイトをご覧ください。 



● マイナンバーカードの有効期限切れにご注意ください 

 

  マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には５年間

の有効期限があります。 

有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やコンビニ

交付・健康保険証等に使えなくなりますので、お住まいの市

区町村の窓口で更新手続を行っていただくようお願いします。 

   

電子証明書の初回の有効期限は、マイナンバーカードの

交付日から５回目の誕生日までになります。 

  

有効期限の２か月から３か月前に、地方公共団体情報シ

ステム機構（Ｊ－ＬＩＳ）から「マイナンバーカード・

電子証明書有効期限通知書」が届きます 

 

 

 

面倒ですが市区町村の窓口に直接出向いて更新手続きを行ってください。 

 

 出向くことは面倒ですが、手続きは暗証番号の再登録だけですので、簡単に終わります。 

 

有効期限が切れてしまったら 

  マイナ保険証は、有効期限切れから３か月間は引き続き今までどおり利用できますが、e -Tax等の

電子申請やコンビニ交付等に使えなくなります。 

   

  健康保険組合では、有効期限切れの情報をもとに資格確認書（３か月間有効の短期証）を作成して

自動発行しますが、速やかに更新手続きを行ってください。 

  ただし、一旦有効期限が切れた後にマイナ保険証として利用するためには、再度マイナ保険証の利

用登録が必要になります。 

  また、資格確認書（短期証）の有効期限である３か月以内に更新手続きが行えなかった場合、資格

確認書の自動発行を行いませんので「資格確認書（再）交付申請書」を提出いただく必要があります。 



 

                   



● （旧）健康保険証について 

 

  令和７年１２月２日以降、健康保険証は使用できなくなりました。 

令和６年１２月１日をもって健康保険証は廃止され、新たな健康保険証は発行していませんでした

が、特例として１年間（令和７年１２月１日まで）は引き続き健康保険証が使用できる取り扱いにな

っていました。 

今後は、原則としてマイナ保険証または資格確認書により医療機関で保険診療を受けていただくこ

とになります。 

 

  しかし、健康保険証が無効となる一時期に医療機関などの窓口での混乱が考えられるため、厚生労

働省は医療機関などに対して、暫定的な健康保険の資格確認について周知を行いました。 

  周知内容は、マイナ保険証または資格確認書によりオンライン資格確認が必要であること。ただし、

健康保険証や資格情報のお知らせのみを持参した場合で、オンライン資格確認ができる場合は保険診

療として扱い、次回以降の受診の際にマイナ保険証や資格確認書を持参することを呼びかけること。

としています。 

  当健康保険組合被保険者から「健康保険証が使えるのか」とのお問い合わせをいただいていますが、

健康保険証は無効になっていますので、誤解のないようにお願いします。 

 

  なお、健康保険証は各自で廃棄していただく取り扱いとなっていますが、券面には氏名や生年月日

が記載されており、不安を感じられる場合は、事業所単位で当健康保険組合に提出いただければ、廃

棄処理いたします。 

 

 

● ファミリー歯科健診のご案内 ～無料～ 

 

  多くの方にお申し込みをいただいています。ありがとうございます。 

  １月以降の関西エリアの健診日程をあらためてご案内させていただきます。休日の開催ですのでご

家族（健康保険の被扶養者のみ）とご一緒に歯科健診をお受けください。 

 

 



● 医療費控除の申請について 

 

 １ 皆様のご家庭で、令和 7年中に支払った医療費が 10万円を超える場合、「医療費控除」としてお

住まいの税務署に申告すれば税金の還付が受けられます。 

対象期間は、１月１日から 12月 31日までの１年間で、本人又は家族が病気やケガ、出産などで

支払った医療費から、健康保険組合からの給付金（高額療養費や出産育児一時金等）や生命保険契

約などから支払われた保険金を差引いた額が医療費控除の対象金額となり、10万円（所得の合計額

が 200 万円までの人は所得の合計額の 5％）を超えた金額が医療費控除額（最高 200 万円）として

所得から差引かれます。 

⑴ 平成 29 年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに、様式に沿って作成した「医療費控除

の明細書」の添付が必要となりました。 

⑵ 医療費の領収書は自宅で 5年間保存する必要があります（税務署から求められたときは、提示

又は提出しなければなりません。） 

⑶ 健康保険組合から交付を受けた「医療費通知」（原本）を添付すると、明細書の記入を省略で

きます。 

※ 当健康保険組合は、原則として令和 7年１月診療分から令和 7年 11月診療分までの医療費を

反映した医療費通知（年間医療費のお知らせ）を、令和 8年 2月 16日付けで、事業主様宛に、

一括して送付する予定です。 

※ なお、医療費通知に反映できない令和 7年 12月診療分の医療費については、欠落している事

項を領収書に基づいて医療費通知に手書き補完することも可能とされています。 

この場合、領収書は 5年間保存する必要があります。 

⑷ マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方は、マイナポータルと e-Taxの連携によ

り医療費情報がデータで取得できますので、入力作業が省略できます。 

 

 ２ 「セルフメディケーション税制」（前記１の医療費控除の特例）について 

平成 29年１月１日から令和 8年 12月 31日までの間に、健康の維持増進及び疾病の予防への取

組として、一定の取組を行う個人が、2万円を超えて、自己又は自己と生計を一にする配偶者その

他の親族に係る一定のスイッチＯＴＣ医薬品を購入した場合、その年の総所得金額等から超過分

（12,000円を超える部分で 88,000円を限度）を控除することができます。 

  ※ セルフメディケーションは、世界保健機構（ＷＨＯ）において、「自分自身の健康に責任を持

ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。 

⑴ 上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防接種（医師の関与があるものに限る。）をい

います。 

    ①特定健康診査  ②予防接種  ③定期健康診断  ④健康診査  ⑤がん検診 

⑵ 上記の「一定のスイッチＯＴＣ医薬品」については、セルフメディケーション税制の対象とな

る、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。 

※ 対象となる医薬品の薬効の例は、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こ

り・腰痛・関節痛の貼付薬ですが、この薬効の医薬品の全てが対象となるわけではありませ

ん。 

※ 対象となる医薬品には、パッケージに識別マーク（セルフメディケーション税控除対象）が

記載されます。 

⑶ この特例の適用を受ける場合には、前記１の医療費控除の適用を受けることはできません。 

「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」のどちらかを選択いただくことになります。 

⑷ 令和 4年 1月 1日から、健診結果等の書類の添付は不要となり、医薬品購入費と共に明細書に

記載する取り扱いとなりました。 

 

３ 確定申告会場での申告書提出時期は、令和 8年 2月 16日から令和 8年 3月 16日までとなってい

ますが、納税にかかる所得の確定申告ではなく、納めすぎとなった税金の還付申請の場合は、翌年

の１月１日から 5年間、確定申告期間とは関係なく申請が可能となっています。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html


● ホームページのリニューアルについて 

 

  令和２年から現行のホームページで様々な情報発信と、届け出のサポートができるアプリケーショ

ンを提供してまいりましたが、諸事情により一部のデータ更新などが行えず、ご迷惑をおかけしてい

るところです。 

  誠に申し訳ございません。 

  この不具合を解消し、加入いただいている皆様の利便性の向上と的確な情報発信に努めるため、新

たなホームページ作成の準備を進めています。 

  令和８年４月１日からご利用いただけることを目指していますので、しばらくお待ちください。 

 

● ホームページの新着情報 

 

  当健康保険組合のホームページの新着情報をご案内しま

す。 

 

 ○ 「掲示板」の掲載 

 

    令和 7 年 12 月 6 日 

20251117 №262 ・資格確認書の一括発行 ・今後の各種証の取り扱い ・賞与支払届の

用紙送付 ・被扶養者の健診未受診者への案内 ・ファミリー歯科健診のご案内 ・健康コ

ラム「インフルエンザ」 

 

 

● 事業状況 

令和７年１１月分 令和６年１１月分 前年同月比

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）÷（Ｂ）

164 166 98.80%

    男 3,170 3,217 98.54%

    女 773 742 104.18%

　計 ① 3,943 3,959 99.60%

男 432,485 419,096 103.19%

女 279,079 271,367 102.84%

計 402,410 391,408 102.81%

2,705,832 2,578,168 104.95%

686,237 651,217 105.38%

2,961 3,091 95.79%

0.75 0.78 96.18%

区　　　　　分

事業所数（件）

被保険者数（人）

平均標準報酬月額（円）

標準賞与額総計（累計・千円）

被保険者１人当たり標準賞与額（累計・円）

被扶養者数（人）　　　　　　　　　　②

扶養率（人）　　　　　　　　　　②÷①
 

事務局休業のご案内 

 

令和７年１２月２７日（土）から令和８年１月４日（日）までの間、お休みとさせていただきます。 

 ご不便おかけし申し訳ございませんがご理解のほどよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第１４７回 （2025 年 12 月 15 日） 

 

冬季うつ病 

  ～ 気をつけよう！季節の疾患 ～ 

 

   
健康 
コラム 

出典：メスプ細胞検査研究所 HP「メスプニュース」から許可を得て編集して作成しています。 



 


